
 

平成 27 年 2 月 12 日 

 

   中国産トルエンジイソシアナートに係る不当廉売関税に関する 

調査期間を延長しました 

経済産業省及び財務省は、中華人民共和国産トルエンジイソシアナート（注１）に

関する調査期間を延長しました。 

 

1．これまでの経緯 

経済産業省及び財務省は、昨年 2 月 14 日から、中華人民共和国産トルエンジイソ

シアナートに係る不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査（注２）を

実施してまいりました。 

（注１）トルエンジイソシアナートは、無色の液体で、主に自動車座席、寝具等に使用される

ポリウレタン軟質フォームの原料として用いられる。 

（注２）本件調査は、国内生産者から不当廉売関税の課税を求める申請があったことを受

け、昨年 2 月 14 日に調査を開始したもの。調査は、原則として 1 年以内、必要な場合には

延長できることとされている。 

 

2．調査期間の延長について 

調査において、透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる

検討を行うため、当該調査の期間を 4 か月間延長して平成 27 年 6 月 13 日までに

することとしました（本日付告示）。 

（参考）調査の経緯等に関する詳細な内容については、下記の URL をご覧くださ

い。 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-re

medy/izen.html 

財務省 同時発表 
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